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水
道
局
窓
口
の
名
称
が

お
客
様
セ
ン
タ
ー
へ

水
道
局
で
は
、
平
成
23
年
４

月
１
日
か
ら
、
水
道
料
金
と
下

水
道
使
用
料
の
収
納
や
、
水
道

使
用
開
始
な
ど
の
手
続
き
、
水

道
メ
ー
タ
ー
検
針
業
務
な
ど
を

民
間
事
業
者
の
株
式
会
社
タ
カ

ダ
に
委
託
し
ま
す
。
そ
れ
に
伴

い
、
問
い
合
わ
せ
窓
口
の
名
称

を
変
更
し
ま
す
。

水
道
の
使
用
開
始
・
中
止
の
手

続
き
は
、
水
道
局
の
窓
口
で
直
接

ま
た
は
、
備
え
付
け
の
ハ
ガ
キ
で

申
し
込
み
で
き
ま
す
。使
用
開
始
・

中
止
の
４
～
５
日
前
ま
で
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

水
道
料
金
の
支
払
い
方
法
は
、

払
い
込
み
忘
れ
が
な
く
、
便
利
で

確
実
な
「
口
座
振
替
」
が
お
す
す

め
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
水
道
局
の

窓
口
、
各
金
融
機
関
で
納
入
通
知

書
に
よ
る
支
払
い
が
で
き
ま
す
。

※
水
道
局
窓
口
に
つ
い
て
は
、

土
・
日
曜
、
祝
日
も
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
お

支
払
い
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
の
申
し
込
み
方
法

は
、
各
金
融
機
関
の
窓
口
で
直
接

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
に

は
口
座
の
届
出
印
が
必
要
で
す
。

取
扱
金
融
機
関
に
つ
い
て
は
、
水

道
局
に
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
水
道
局　

☎
64
・
３
３
３
３

水
道
局
の
職
員
を
装
っ
た
電

話
で
の
浄
水
器
の
販
売
・
勧
誘
に

関
す
る
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
水
道
局
で
は
、
浄
水
器

を
販
売
す
る
よ
う
な
こ
と
は
一

切
行
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
十
分

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

４
月
１
日
か
ら
は
委
託
業
者

の
検
針
員
が
水
道
メ
ー
タ
ー
を

検
針
し
ま
す
。
検
針
員
が
訪
問

す
る
と
き
は
、
必
ず
「
荒
尾
市
水

道
局
業
務
従
事
者
証
」
を
携
帯

し
て
い
ま
す
の
で
、
不
審
に
思
っ

た
と
き
に
は
提
示
を
求
め
る
か
、

水
道
局
お
客
様
セ
ン
タ
ー
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

水
道
局
の
職
員
を
装
っ
た

訪
問
販
売
に
ご
注
意

水
道
使
用
開
始
・
中
止

の
手
続
き
は
お
早
め
に

４
月
1
日
か
ら
の
名
称

水
道
局

お
客
様
セ
ン
タ
ー

☎
64
・
３
３
３
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
64
・
３
３
８
０

住
所　

増
永
１
９
０
３

※
住
所
と
電
話
番
号
・
Ｆ

Ａ
Ｘ
番
号
に
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん

荒尾市水道局業務従事者証

◀
特
別
に
水
道
局
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
あ
ら
ぞ
う
く
ん
が
迎
え
て
く

れ
ま
し
た
。

▲井戸水を貯めるところ（着水井）
ここの水が荒尾市各所に送水されます

▲市民病院の前の道
この看板が目印です
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離職によって住居を喪失またはそのおそれがある人へ

住
宅
手
当
緊
急
特
別
措
置
事
業
と
は

離
職
者
で
就
労
能
力
と
就
労
意
欲
の
あ

る
人
の
う
ち
、
住
宅
を
喪
失
し
て
い
る
人
ま

た
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
を
対
象

に
、
最
長
９
カ
月
間
を
限
度
と
し
て
住
宅

手
当
を
支
給
し
、
住
宅
確
保
・
就
労
支
援
員

に
よ
る
就
労
支
援
な
ど
を
行
う
も
の
で
す
。

住
宅
手
当
の
支
給
対
象
者

申
請
時
に
次
の
要
件
全
て
に
あ
て
は
ま
る
人

①
平
成
19
年
10
月
１
日
以
降
に
離
職
し
た
人

②
離
職
前
に
主
と
し
て
世
帯
の
生
計
を
維

持
し
て
い
た
人

③
公
共
職
業
安
定
所
へ
求
職
申
し
込
み
を

行
い
、
就
職
活
動
を
積
極
的
に
行
う
人

④
住
宅
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は

喪
失
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
（
収
入
や

預
貯
金
に
基
準
が
あ
り
ま
す
）

⑤
雇
用
施
策
等
や
地
方
自
治
体
な
ど
に
よ
る

類
似
の
貸
付
や
給
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

住
宅
の
初
期
費
用
や
生
活
支
援
へ
の
対
応

賃
貸
住
宅
の
契
約
の
た
め
の
初
期
費
用

や
生
活
費
が
必
要
な
人
に
つ
い
て
は
、
社

会
福
祉
協
議
会
の
「
総
合
支
援
資
金
融
資
」

が
、
ま
た
、
住
宅
手
当
を
受
給
す
る
ま
で

の
間
の
生
活
費
が
必
要
な
人
に
つ
い
て
は
、

「
臨
時
特
例
つ
な
ぎ
資
金
の
貸
付
」
が
活
用

で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
制
度
…
福
祉
課
☎
63
・
１
４
０
９

総
合
支
援
資
金
融
資
・
臨
時
特
例
つ
な
ぎ
資

金
貸
付
…
社
会
福
祉
協
議
会
☎
66
・
２
９
９
３
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市 では、市民一人ひとりが心身の健康増進のために健全
で豊かな食生活が実現できることを目指し、23 ～ 27

年度の 5 年間を計画期間とする「荒尾市食育推進計画」を
策定中です。このたび計画素案がまとまりましたので、市
民の皆さんの意見を募集します。

荒尾市食育推進計画（素案）へのご意見を募集します

【閲覧・募集期間】
3 月 15 日（火）～ 4 月 14 日（木）

【閲覧場所】
保健センター、市役所総合窓口、情報公開コーナー、市民サー
ビスセンター（あらおシティモール 2 階）
※荒尾市ホームページにも掲載しています

【提出方法】
所定の意見提出書に意見、住所、名前、電話番号を記入し、
郵便、FAX、電子メール、持参のいずれかで保健センター
へ提出してください。

【提出先・問】荒尾市保健センター
〒 864-0032　荒尾市増永 632 番
地　☎ 63-1133　FAX64-1350
E-mail  hokenc@city.arao.
lg.jp
※電話による意見の受付や、
寄せられた意見についての個
別回答はできません。

学校敷地内　全面禁煙　に

ご協力ください

荒尾市教育委員会は、平

成 23 年４月１日から市

内 の 全 小・ 中 学 校 で

敷地内全面禁煙を実

施します。

受 動 喫 煙 を 防 止

し、副流煙による健康

被害から児童・生徒を守

ることと、大人が喫煙しないという望ま

しいモデルを示すことで、喫煙防止教育

の一層の推進を図り、健康行動への意識

付けを目的として実施するものです。

学校を訪れる市民の皆さんも、取組の

主旨をご理解いただき、ご協力をお願い

します。

問教育振興課　☎ 63-1653

～住宅手当緊急特別措置事業が継続されます～


